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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各種情報を表示するタッチパネルを備えた表示装置であって、
　複数の画面を階層的に前記タッチパネルに表示する表示手段と、
　前記表示手段にて表示した複数の画面のうちいずれかの画面への操作を受け付ける操作
受付手段と、
　前記操作受付手段にて受け付けた操作を行ったユーザーを識別する識別手段と、
　前記識別手段にて識別したユーザーが操作権限を有する画面の中で最上位の画面を、前
記操作受付手段にて受け付けた操作の対象となる画面として特定する画面特定手段とを備
えた、表示装置。
【請求項２】
　前記表示手段にて表示した複数の画面の各々の操作権限を有するユーザーを記憶する記
憶手段をさらに備え、
　前記画面特定手段は、前記識別手段にて識別したユーザーが前記記憶手段にて記憶した
ユーザーに含まれているか否かに基づいて画面を特定する、請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記操作受付手段にて新たな画面の表示を伴う操作を受け付けた場合に、前記識別手段
にて識別したユーザーに新たな画面の操作権限を付加する操作権限付加手段をさらに備え
た、請求項１または２に記載の表示装置。
【請求項４】
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　前記識別手段は、
　　前記操作受付手段にて受け付けた操作を行なったユーザーの人体を経路として、ユー
ザーが所持する人体通信用デバイスから識別情報を受信する人体通信手段を含む、請求項
１～３のいずれかに記載の表示装置。
【請求項５】
　前記識別手段にて識別したユーザーが、前記表示手段にて表示した複数の画面のいずれ
にも操作権限を有さない場合に、前記操作受付手段にて受け付けた操作を破棄する操作破
棄手段をさらに備えた、請求項１～４のいずれかに記載の表示装置。
【請求項６】
　前記操作受付手段にて受け付けた操作によって新たな画面を表示する新画面表示手段を
さらに備えた、請求項１～５のいずれかに記載の表示装置。
【請求項７】
　前記新画面表示手段は新たな画面を半透明で表示する、請求項６に記載の表示装置。
【請求項８】
　前記表示手段にて表示した複数の画面のうち、前記識別手段にて識別したユーザーが操
作権限を有さない画面の表示状態を変更する表示状態変更手段をさらに備えた、請求項１
～７のいずれかに記載の表示装置。
【請求項９】
　前記表示状態変更手段は、
　　前記識別手段にて識別したユーザーが操作権限を有さない画面の表示位置を移動する
表示位置移動手段を含む、請求項８に記載の表示装置。
【請求項１０】
　前記表示状態変更手段は、
　　前記識別手段にて識別したユーザーが操作権限を有さない画面の形状を変更する画面
形状変更手段を含む、請求項８または９に記載の表示装置。
【請求項１１】
　前記表示状態変更手段は、
　　前記識別手段にて識別したユーザーが操作権限を有さない画面を半透明化する半透明
化手段を含む、請求項８～１０のいずれかに記載の表示装置。
【請求項１２】
　前記半透明化手段にて画面を半透明化した後で、前記半透明化手段にて半透明化した画
面とは別の画面への操作を前記操作受付手段が受け付けた場合に、前記半透明化手段にて
半透明化した画面の表示状態を元に戻す第１の変更解除手段をさらに備えた、請求項１１
に記載の表示装置。
【請求項１３】
　前記表示状態変更手段は、
　　前記識別手段にて識別したユーザーが操作権限を有さない画面を非表示化する非表示
化手段を含む、請求項８～１２のいずれかに記載の表示装置。
【請求項１４】
　前記非表示化手段にて画面を非表示化した後で、前記操作受付手段が操作を受け付けた
場合に、前記非表示化手段にて非表示化した画面の表示状態を元に戻す第２の変更解除手
段をさらに備えた、請求項１３に記載の表示装置。
【請求項１５】
　前記表示状態変更手段にて画面の表示状態を変更してから、前記操作受付手段にて操作
を受け付けない状態で所定時間が経過した場合に、前記表示状態変更手段にて変更した表
示状態を元に戻す第３の変更解除手段をさらに備えた、請求項８～１４のいずれかに記載
の表示装置。
【請求項１６】
　各種情報を表示するタッチパネルを備えた表示装置の制御方法であって、
　複数の画面を階層的に前記タッチパネルに表示する表示ステップと、
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　前記表示ステップにて表示した複数の画面のうちいずれかの画面への操作を受け付ける
操作受付ステップと、
　前記操作受付ステップにて受け付けた操作を行ったユーザーを識別する識別ステップと
、
　前記識別ステップにて識別したユーザーが操作権限を有する画面の中で最上位の画面を
、前記操作受付ステップにて受け付けた操作の対象となる画面として特定する画面特定ス
テップとを備えた、表示装置の制御方法。
【請求項１７】
　各種情報を表示するタッチパネルを備えた表示装置の制御プログラムであって、
　複数の画面を階層的に前記タッチパネルに表示する表示ステップと、
　前記表示ステップにて表示した複数の画面のうちいずれかの画面への操作を受け付ける
操作受付ステップと、
　前記操作受付ステップにて受け付けた操作を行ったユーザーを識別する識別ステップと
、
　前記識別ステップにて識別したユーザーが操作権限を有する画面の中で最上位の画面を
、前記操作受付ステップにて受け付けた操作の対象となる画面として特定する画面特定ス
テップとをコンピューターに実行させる、表示装置の制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は表示装置、表示装置の制御方法、および表示装置の制御プログラムに関し、よ
り特定的には、操作性を向上することのできる表示装置、表示装置の制御方法、および表
示装置の制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　今日、複合機を始めとする画像形成装置には、タッチパネル式の操作パネル（オペレー
ションパネル）が備え付けられている。ユーザーはタッチパネルに表示されたキーをタッ
チすることで、画像形成装置に対して入力操作を行なうことができる。
【０００３】
　タッチパネルに関する技術として、操作を受け付けたユーザーを識別する技術が提案さ
れている。たとえば下記特許文献１には、表示手段と、表示手段の表示領域上に設けられ
た入力手段と、入力手段の保護層の上面をタッチパネル面とし、当該タッチパネル面に接
触した操作者の人体を介して、当該操作者が保持する外部装置との間で人体通信を行う人
体通信手段とを備える情報入力装置が開示されている。下記特許文献１の技術によれば、
情報入力装置がタッチによる入力操作を受け付けた場合に、その都度タッチ操作したユー
ザーを識別した上で、オブジェクトに割り当てられた処理を実行することができる。
【０００４】
　下記特許文献２には、一台の装置で複数のユーザーが画像の選択を行う場合に、それら
のユーザーが各々、自分の分の画像の選択を同時且つ好適に行うことができるプリント注
文装置が開示されている。このプリント注文装置は、複数のユーザーの各々からプリント
したい画像の表示部分のタッチを受け付けると、その操作をタッチパネルにより検出する
と共に、ユーザー識別用センサーにより操作したユーザーを識別する。そして、操作した
ユーザーのプリント注文としてその画像をプリント指定された画像する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０－２８６８９５号公報
【特許文献２】特開２００９－２４４７２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
　しかしながら、従来の表示装置には操作性が悪いという問題があった。たとえば複合機
の操作パネルにおいて、ユーザーＡが印刷に関する各種設定を行う場合、操作パネルには
、印刷に関する設定を受け付けるサブメニュー画面（ポップアップ画面）が、直前まで表
示していた画面上にポップアップ形式で表示される。このため、ユーザーＡとは別のユー
ザーＢが操作パネルで操作を行おうとするときに、たとえば以下のような問題が生じる。
【０００７】
　ユーザーＡは印刷の色に関する設定を行おうとしており、ユーザーＢは印刷するドキュ
メントファイルを選択しようとしている場合を想定する。通常、複合機の操作パネルの基
本画面には、目的別に「カラー設定」や「用紙設定」などのキーが表示されている。ユー
ザーＡはこれらのキーの中から「カラー設定」のキーを押下する。このキーの押下を受け
付けると、操作パネルは「フルカラー」、「２色カラー」、または「ブラック」などの設
定キーを含む「カラー設定」に関するポップアップ画面を基本画面上に表示する。ユーザ
ーＡは、このポップアップ画面にて、たとえば「ブラック」キーなどの設定したい項目の
キーを押下することで、所望のカラー設定を行う。カラー設定の完了後、ポップアップ画
面はクローズされる。複合機は、操作パネルが上記の「カラー設定」のポップアップ画面
を表示する場合には、そのポップアップ画面を表示させたユーザーＡにのみ、ポップアッ
プ画面への操作権限を与える。このため、ポップアップ画面の操作権限を持たないユーザ
ーであるユーザーＢは、ポップアップ画面がクローズされるまで、操作パネルを操作する
こと（ドキュメントファイルを選択すること）ができず、ユーザーＡによる操作が終わる
まで、作業を行なうことができない。ユーザーＢは、ユーザーＡがポップアップ画面を表
示させる度に、作業を中断せざるを得ない。
【０００８】
　特許文献２においても、上述と同様の問題が生じ得る。たとえばユーザーＡが、サムネ
イル画像を表示する画面から、プリント設定を行う画面にプリント注文装置の表示画面を
遷移させた場合、プリント設定を行なう画面に遷移させたユーザーＡのみに、プリント設
定画面への操作権限が与えられ、他のユーザーＢは、元のサムネイル画像を表示する画面
にプリント注文装置の表示画面が戻るまで、作業を再開することができない。このような
事態が起きた場合に、ユーザーＢに作業を早く再開させる方法として、特許文献２では、
近くにある別のプリント注文装置に、それまでにユーザーＢが入力したプリント注文情報
や撮影画像の情報を転送することが教示されている。しかし、この方法では、近くにプリ
ント注文装置が存在しない場合や、近くにあるプリント注文装置が別のユーザーによって
使用されている場合には、ユーザーＢは依然として作業を再開することはできない。特に
表示装置が複合機の操作パネルである場合には、同じオフィス内に複数の複合機が隣接し
て配置されることは稀である。
【０００９】
　本発明は、上記課題を解決するためのものであり、その目的は、操作性を向上すること
のできる表示装置、表示装置の制御方法、および表示装置の制御プログラムを提供するこ
とである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一の局面に従う表示装置は、各種情報を表示するタッチパネルを備えた表示装
置であって、複数の画面を階層的にタッチパネルに表示する表示手段と、表示手段にて表
示した複数の画面のうちいずれかの画面への操作を受け付ける操作受付手段と、操作受付
手段にて受け付けた操作を行ったユーザーを識別する識別手段と、識別手段にて識別した
ユーザーが操作権限を有する画面の中で最上位の画面を、操作受付手段にて受け付けた操
作の対象となる画面として特定する画面特定手段とを備える。
【００１１】
　上記表示装置において好ましくは、表示手段にて表示した複数の画面の各々の操作権限
を有するユーザーを記憶する記憶手段をさらに備え、画面特定手段は、識別手段にて識別
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したユーザーが記憶手段にて記憶したユーザーに含まれているか否かに基づいて画面を特
定する。
【００１２】
　上記表示装置において好ましくは、操作受付手段にて新たな画面の表示を伴う操作を受
け付けた場合に、識別手段にて識別したユーザーに新たな画面の操作権限を付加する操作
権限付加手段をさらに備える。
【００１３】
　上記表示装置において好ましくは、識別手段は、操作受付手段にて受け付けた操作を行
なったユーザーの人体を経路として、ユーザーが所持する人体通信用デバイスから識別情
報を受信する人体通信手段を含む。
【００１４】
　上記表示装置において好ましくは、識別手段にて識別したユーザーが、表示手段にて表
示した複数の画面のいずれにも操作権限を有さない場合に、操作受付手段にて受け付けた
操作を破棄する操作破棄手段をさらに備える。
【００１５】
　上記表示装置において好ましくは、操作受付手段にて受け付けた操作によって新たな画
面を表示する新画面表示手段をさらに備える。
【００１６】
　上記表示装置において好ましくは、新画面表示手段は新たな画面を半透明で表示する。
【００１７】
　上記表示装置において好ましくは、表示手段にて表示した複数の画面のうち、識別手段
にて識別したユーザーが操作権限を有さない画面の表示状態を変更する表示状態変更手段
をさらに備える。
【００１８】
　上記表示装置において好ましくは、表示状態変更手段は、識別手段にて識別したユーザ
ーが操作権限を有さない画面の表示位置を移動する表示位置移動手段を含む。
【００１９】
　上記表示装置において好ましくは、表示状態変更手段は、識別手段にて識別したユーザ
ーが操作権限を有さない画面の形状を変更する画面形状変更手段を含む。
【００２０】
　上記表示装置において好ましくは、表示状態変更手段は、識別手段にて識別したユーザ
ーが操作権限を有さない画面を半透明化する半透明化手段を含む。
【００２１】
　上記表示装置において好ましくは、半透明化手段にて画面を半透明化した後で、半透明
化手段にて半透明化した画面とは別の画面への操作を操作受付手段が受け付けた場合に、
半透明化手段にて半透明化した画面の表示状態を元に戻す第１の変更解除手段をさらに備
える。
【００２２】
　上記表示装置において好ましくは、表示状態変更手段は、識別手段にて識別したユーザ
ーが操作権限を有さない画面を非表示化する非表示化手段を含む。
【００２３】
　上記表示装置において好ましくは、非表示化手段にて画面を非表示化した後で、操作受
付手段が操作を受け付けた場合に、非表示化手段にて非表示化した画面の表示状態を元に
戻す第２の変更解除手段をさらに備える。
【００２４】
　上記表示装置において好ましくは、表示状態変更手段にて画面の表示状態を変更してか
ら、操作受付手段にて操作を受け付けない状態で所定時間が経過した場合に、表示状態変
更手段にて変更した表示状態を元に戻す第３の変更解除手段をさらに備える。
【００２５】
　本発明の他の局面に従う表示装置の制御方法は、各種情報を表示するタッチパネルを備
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えた表示装置の制御方法であって、複数の画面を階層的にタッチパネルに表示する表示ス
テップと、表示ステップにて表示した複数の画面のうちいずれかの画面への操作を受け付
ける操作受付ステップと、操作受付ステップにて受け付けた操作を行ったユーザーを識別
する識別ステップと、識別ステップにて識別したユーザーが操作権限を有する画面の中で
最上位の画面を、操作受付ステップにて受け付けた操作の対象となる画面として特定する
画面特定ステップとを備える。
【００２６】
　本発明のさらに他の局面に従う表示装置の制御プログラムは、各種情報を表示するタッ
チパネルを備えた表示装置の制御プログラムであって、複数の画面を階層的にタッチパネ
ルに表示する表示ステップと、表示ステップにて表示した複数の画面のうちいずれかの画
面への操作を受け付ける操作受付ステップと、操作受付ステップにて受け付けた操作を行
ったユーザーを識別する識別ステップと、識別ステップにて識別したユーザーが操作権限
を有する画面の中で最上位の画面を、操作受付ステップにて受け付けた操作の対象となる
画面として特定する画面特定ステップとをコンピューターに実行させる。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明によれば、操作性を向上することのできる表示装置、表示装置の制御方法、およ
び表示装置の制御プログラムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の一実施の形態におけるＭＦＰ１００の人体通信機能を説明する図である
。
【図２】ＭＦＰ１００の構成を示すブロック図である。
【図３】タッチパネル１５に表示されるベース画面（操作画面）を模式的に示す図である
。
【図４】タッチパネル１５に表示されるベース画面およびポップアップ画面を模式的に示
す図である。
【図５】図４に示すベース画面およびポップアップ画面をレイヤー別に示す図である。
【図６】タッチパネル１５の全レイヤーを模式的に示す図である。
【図７】ＨＤＤ１０が記憶する表示画面情報を模式的に示す図である。
【図８】ポップアップ画面２０２が新たに表示された場合における、ＨＤＤ１０が記憶す
る表示画面情報を模式的に示す図である。
【図９】ＨＤＤ１０が記憶する操作権限管理テーブルを模式的に示す図である。
【図１０】ポップアップ画面２０２が新たに表示された場合における、ＨＤＤ１０が記憶
する操作権限管理テーブルを模式的に示す図である。
【図１１】ドキュメントファイルや画像ファイルをサムネイル画像として一覧表示した画
面を模式的に示す図である。
【図１２】各ユーザーが印刷したいファイルの選択を行っている場合の画面を模式的に示
す図である。
【図１３】ユーザーＡがキーＫ１を押下した場合の画面を模式的に示す図である。
【図１４】ポップアップ画面２０２の操作権限を有さないユーザーＣがポップアップ画面
２０２に対してタッチ操作を行った場合に、ＭＦＰ１００が受け付ける操作を説明する図
である。
【図１５】本発明の一実施の形態におけるＭＦＰ１００の動作を示すフローチャートであ
る。
【図１６】図１５のステップＳ１７のサブルーチンである。
【図１７】本発明の一実施の形態におけるＭＦＰ１００の動作の第１の変形例を示すフロ
ーチャートである。
【図１８】図１１の画面におけるサムネイル画像表示エリア２１４を４つの領域に仮想的
に等分割して示す図である。
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【図１９】タッチパネル１５に表示された濃度設定のポップアップ画面２０３を模式的に
示す図である。
【図２０】表示状態を変更後のポップアップ画面２０３を模式的に示す図である。
【図２１】タッチパネル１５に表示されたカラー設定のポップアップ画面２０２を模式的
に示す図である。
【図２２】表示状態を変更後のポップアップ画面２０２の一例を模式的に示す図である。
【図２３】表示状態を変更後のポップアップ画面２０２の他の例を模式的に示す図である
。
【図２４】表示状態を変更後のポップアップ画面２０２のさらに他の例を模式的に示す図
である。
【図２５】タッチパネル１５に表示されたレイアウト設定のポップアップ画面１０４を模
式的に示す図である。
【図２６】表示状態を変更後のポップアップ画面２０４の一例を模式的に示す図である。
【図２７】表示状態を変更後のポップアップ画面２０４の他の例を模式的に示す図である
。
【図２８】本発明の一実施の形態におけるＭＦＰ１００の動作の第２の変形例を示すフロ
ーチャートである。
【図２９】図２８のステップＳ４１の処理のサブルーチンである。
【図３０】本発明の一実施の形態におけるＭＦＰ１００の動作の第３の変形例を示すフロ
ーチャートの前半部分である。
【図３１】本発明の一実施の形態におけるＭＦＰ１００の動作の第３の変形例を示すフロ
ーチャートの後半部分である。
【図３２】本発明の一実施の形態におけるＭＦＰ１００の動作の第４の変形例を示すフロ
ーチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、本発明の一実施の形態について、図面に基づいて説明する。
【００３０】
　本実施の形態においては、表示装置がＭＦＰ（Ｍｕｌｔｉｆｕｎｃｔｉｏｎ　Ｐｅｒｉ
ｐｈｅｒａｌ、複合機）である場合について説明する。ＭＦＰは、電子写真方式や静電記
録方式などによって画像形成を行うものであり、スキャナー機能、ファクシミリ機能、複
写機能、プリンターとしての機能、データ通信機能、およびサーバー機能を備えている。
表示装置は、ＭＦＰである場合の他、たとえばファクシミリ装置、ＰＰＣ（Ｐｌａｉｎ　
Ｐａｐｅｒ　Ｃｏｐｉｅｒ）などの複写機、またはレーザープリンターなどのプリンター
などの画像形成装置であってもよい。表示装置は、各種情報を表示するタッチパネルを備
えていればよく、携帯通信端末などであってもよい。
【００３１】
　［人体通信機能の概要］
　始めに、ＭＦＰの人体通信機能の概要について説明する。
【００３２】
　図１は、本発明の一実施の形態におけるＭＦＰ１００の人体通信機能を説明する図であ
る。
【００３３】
　図１を参照して、ＭＦＰ１００は、操作パネル３（オペレーションパネル）を備えてい
る。操作パネル３は、各種情報を表示するタッチパネル１５を含んでいる。ユーザー９０
はタッチパネル１５に表示された画面に対してタッチ操作を行うことで、ＭＦＰ１００を
操作可能である。
【００３４】
　また、操作パネル３は人体通信機能を有している。ユーザー９０が人体通信デバイス９
１を身に付けた状態でタッチパネル１５に対してタッチ操作を行うと、ＭＦＰ１００と人
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体通信デバイス９１との間でユーザー９０の人体を経路とした通信が行われる。この人体
通信で送受信されるデータは、主にユーザー認証情報（識別情報）である。ユーザー９０
がタッチパネル１５にタッチする度に、人体通信デバイス９１からＭＦＰ１００へユーザ
ー認証情報が送信される。ＭＦＰ１００は、画面上に表示したキーなどのタッチ操作をユ
ーザーから受け付けた場合に、受信したユーザー認証情報に基づいて、タッチ操作を行っ
たユーザーを特定し、タッチ操作を行ったユーザーに関する認証処理を行うことができる
。
【００３５】
　［ＭＦＰの構成］
　続いて、ＭＦＰ１００の構成について説明する。
【００３６】
　図２は、ＭＦＰ１００の構成を示すブロック図である。
【００３７】
　図２を参照して、ＭＦＰ１００は、ＣＰＵ１と、メモリ２と、操作パネル３と、認証制
御部４と、表示制御部５と、タッチパネル制御部６と、ネットワークＩ／Ｆ７と、ＬＡＮ
コネクタ８と、ＵＳＢコネクタ９と、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）１０と
を備えている。ＣＰＵ１には、メモリ２、操作パネル３、認証制御部４、表示制御部５、
タッチパネル制御部６、ネットワークＩ／Ｆ７、ＬＡＮコネクタ８、ＵＳＢコネクタ９、
およびＨＤＤ１０の各々がバスを介して接続されている。
【００３８】
　ＣＰＵ１は、スキャンジョブ、コピージョブ、メール送信ジョブ、およびプリントジョ
ブなどの各種ジョブについて、ＭＦＰ１００全体の制御を行なう。またＣＰＵ１は、メモ
リ２に記憶された制御プログラムを実行する。ＣＰＵ１は、所定の処理を行なうことによ
り、メモリ２からのデータの読み込みや、メモリ２へのデータの書き込みを行なう。
【００３９】
　メモリ２は、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）とＲＯＭ（Ｒｅａ
ｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）とを含む。ＲＡＭは、ＣＰＵ１のメインメモリである。Ｒ
ＡＭは、ＣＰＵ１が制御プログラムを実行するときに必要なデータや画像データを一時的
に記憶するためなどに用いられる。ＲＯＭは、ＭＦＰ１００の動作を行なうための各種プ
ログラムと、各種固定データとを格納している。メモリ２には、タッチパネル表示用のＶ
ＲＡＭ（Ｖｉｄｅｏ　ＲＡＭ）領域が確保されている。
【００４０】
　操作パネル３は、情報を表示する表示部１１と、タッチ操作を受け付ける入力部１２と
、ユーザーがタッチを行った際に、人体通信デバイスと通信を行う人体通信部１３とを含
んでいる。人体通信部１３は、人体通信によって人体通信デバイスからユーザー認証情報
を取得し、取得したユーザー認証を認証制御部４へ送信する。
【００４１】
　認証制御部４は、人体通信部１３が受信したユーザー認証情報に基づいて、タッチパネ
ル１５を操作したユーザーを識別（特定）し、タッチパネル１５を操作したユーザーに関
する認証処理を行う。タッチパネル１５が操作された場合、認証制御部４はユーザーがタ
ッチ操作したオブジェクトに対して認証を行う。たとえば、ユーザーがタッチした位置に
キーが配置されていた場合、キーに対して認証が行われ、キーを押下することによって実
行される処理は、キーを押下したユーザーの処理として実行される。キーの押下を受け付
けた結果、サブメニューなどのポップアップ画面をタッチパネル１５に新たに表示させる
場合には、認証制御部４は、キーを押下したユーザーに対してそのポップアップ画面に対
する操作権限を与える。操作権限はそのポップアップ画面が閉じられるまで有効とされる
。
【００４２】
　表示制御部５は、メモリ２のＶＲＡＭ領域から画面情報を取得し、表示部１１に描画を
指示する。これによりタッチパネル１５には画面が表示される。また、表示制御部５は、
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後述する表示画面情報（図７）および操作権限管理テーブル（図９）を管理する。
【００４３】
　タッチパネル制御部６は、入力部１２にてタッチ操作を受け付けた場合に、ユーザーが
タッチパネル１５上でタッチした座標位置を特定し、特定した座標位置の情報をＣＰＵ１
へ送信する。
【００４４】
　ネットワークＩ／Ｆ７は、ＣＰＵ１からの指示に従って、ＴＣＰ／ＩＰなどの通信プロ
トコルによって、ネットワークを介して外部機器との通信を行なう。
【００４５】
　ＬＡＮコネクタ８は、ＭＦＰ１００にＬＡＮケーブルを接続する端子である。
【００４６】
　ＵＳＢコネクタ９は、ＵＳＢメモリなどの外部機器を接続する端子である。
【００４７】
　ＨＤＤ１０は、記憶装置であり、ＭＦＰ１００の設置情報、タッチパネル１５に表示す
る画面データ、表示画面情報、操作権限管理テーブル、またはＭＦＰ１００の動作に関わ
る各種データなどを記憶する。またＨＤＤ１０は、ネットワークＩ／Ｆ７を介して外部機
器などから送られた印刷データなどのデータを記憶するボックス領域を含んでいる。
【００４８】
　［タッチパネルの画面の構成］
　次に、タッチパネル１５が表示する画面の構成について説明する。
【００４９】
　図３は、タッチパネル１５に表示されるベース画面（操作画面）を模式的に示す図であ
る。図４は、タッチパネル１５に表示されるベース画面およびポップアップ画面を模式的
に示す図である。
【００５０】
　図３を参照して、タッチパネル１５のベース画面２０１は、ユーザーに対する各種メッ
セージを表示するメッセージエリア２１１と、スキャンした画像やプリントする画像をプ
レビュー表示するプレビューエリア２１２と、ＭＦＰ１００の各種設定を変更するための
複数の設定キー２１３を表示するキー配置エリア２１５などを含んでいる。いずれかの設
定キー２１３が押下されると、図４に示すように、ポップアップ画面２０２がベース画面
２０１の前面に表示される。このように、表示制御部５は複数の画面を階層的にタッチパ
ネル１５に表示する。ポップアップ画面２０２には、押下された設定キー２１３に関連す
るオブジェクト２２１がサブメニューとして表示される。なお、ポップアップ画面２０２
は半透明で表示されてもよい。
【００５１】
　図５は、図４に示すベース画面およびポップアップ画面をレイヤー別に示す図である。
【００５２】
　図５を参照して、最下位のレイヤー１にはベース画面２０１が表示されており、レイヤ
ー１の１つ上のレイヤー２にはポップアップ画面２０２が表示されている。ベース画面２
０１におけるポップアップ画面２０２の下にある部分は、ポップアップ画面２０２によっ
て隠れているため実際には表示されないが、タッチパネル１５の画面の構造上は、ベース
画面２０１およびポップアップ画面２０２が同時に表示されている。なお、図５では２つ
のレイヤーのみを示したが、タッチパネル１５は、３つ以上のレイヤーを有していてもよ
い。
【００５３】
　図６は、タッチパネル１５の全レイヤーを模式的に示す図である。
【００５４】
　図６を参照して、タッチパネル１５はたとえば５つのレイヤー１～レイヤー５を有して
いる。タッチパネル１５にベース画面２０１およびポップアップ画面２０２が表示されて
いる場合には、使用されていないレイヤー３～レイヤー５は透明にされている。したがっ
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て、タッチパネル１５の表示画面を見たユーザーは、レイヤー３～レイヤー５の存在に気
付かない。
【００５５】
　タッチパネル１５にベース画面２０１およびポップアップ画面２０２が表示されている
場合において、新たなポップアップ画面を表示させる操作をタッチパネル１５が受け付け
たときは、新たに表示されるポップアップ画面は、使用されていないレイヤー３～レイヤ
ー５のうち最下位のレイヤーであるレイヤー３に表示される。すなわち、レイヤー１～レ
イヤー５は下位のレイヤーから優先的に使用される。
【００５６】
　なお、メモリ２には、タッチパネル１５が有するレイヤーの数だけのＶＲＡＭ領域が確
保されている。図６に示すように、タッチパネル１５が５つのレイヤーを有している場合
、メモリ２には５画面分のＶＲＡＭ領域が確保されている。レイヤーの数だけのＶＲＡＭ
領域がメモリ２に確保されていれば、タッチパネル１５が有するレイヤーの数は５つ以上
であってもよい。
【００５７】
　図７および図８は、ＨＤＤ１０が記憶する表示画面情報を模式的に示す図である。
【００５８】
　図７（ａ）を参照して、表示画面情報とは、タッチパネル１５の表示画面に含まれる各
オブジェクトの情報である。表示画面情報の内容は、タッチパネル１５の表示画面の変化
に応じて更新される。たとえば図３に示すように、タッチパネル１５にベース画面２０１
のみが表示されている場合には、ベース画面２０１に含まれる各オブジェクトの情報のみ
が表示画面情報には記載されている。具体的には、表示画面情報において「プレビュー１
」および「プレビュー２」という名前を有するオブジェクトは、プレビューエリア２１２
に表示された２つのオブジェクトに相当し、「メッセージエリア」という名前を有するオ
ブジェクトは、メッセージエリア２１１に表示されたオブジェクトに相当し、「設定キー
１」、「設定キー２」、「設定キー３」、および「設定キー４」という名前を有するオブ
ジェクトは、キー配置エリア２１５に表示された複数の設定キー２１３に相当する。
【００５９】
　１つのオブジェクトの情報は、オブジェクトＩＤと、オブジェクト名と、オブジェクト
の座標位置と、オブジェクトが押下された場合のポップアップ表示の要否とを含んでいる
。各オブジェクトが矩形である場合には、オブジェクトの座標位置は、たとえば（ｂ）に
示すように、オブジェクトの頂点Ａ、Ｂ、Ｃ、およびＤの各座標（ｘ、ｙ）として示され
る。
【００６０】
　たとえば図４に示すように、設定キー２１３の押下を受け付けた結果、タッチパネル１
５にポップアップ画面２０２が新たに表示された場合、図８に示すように、ポップアップ
画面２０２（レイヤー２）に含まれるオブジェクトの情報が表示画面情報に追加される。
さらに、タッチパネル１５からポップアップ画面２０２が消去された場合、ポップアップ
画面２０２に含まれるオブジェクトの情報が表示画面情報から削除され、表示画面情報は
図７に示す内容に戻る。
【００６１】
　図９および図１０は、ＨＤＤ１０が記憶する操作権限管理テーブルを模式的に示す図で
ある。
【００６２】
　図９を参照して、操作権限管理テーブルは、タッチパネル１５の５つのレイヤー１～レ
イヤー５の各々の使用状況および操作権限の付与状況を管理するテーブルである。操作権
限管理テーブルの内容は、タッチパネル１５の表示画面の変化に応じて更新される。
【００６３】
　たとえば、タッチパネル１５のレイヤー１がベース画面２０１に使用されており、レイ
ヤー２～レイヤー５が使用されていない場合（図３の場合）、レイヤー１の使用状況を示
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す欄が使用中とされる。また、操作権限の欄には、レイヤー１に表示している画面の操作
権限を有するユーザーである「ユーザーＡ」、「ユーザーＢ」、および「ユーザーＣ」の
名前が記載される。なお、ベース画面２０１は操作パネル３の初期画面であるので、操作
権限の欄にはＭＦＰ１００を使用可能な全てのユーザーの名前が記載されている。
【００６４】
　たとえば、設定キー２１３の押下をユーザーＡから受け付けた結果、タッチパネル１５
にポップアップ画面２０２が新たに表示された場合（図４の場合）、図１０に示すように
、レイヤー２の使用状況を示す欄が使用中とされる。また、操作権限の欄には、レイヤー
２に表示している画面の操作権限を有するユーザーである「ユーザーＡ」の名前が記載さ
れる。レイヤー２の操作権限を有するユーザーは、レイヤー２のポップアップ画面を新た
に表示させる操作を行ったユーザーである。
【００６５】
　表示制御部５は、ＣＰＵ１から要求があった場合に、指定されたレイヤーの表示画面情
報および操作権限の付与状況をＣＰＵ１に送信する。
【００６６】
　［ＭＦＰの動作］
　続いて、本実施の形態におけるＭＦＰ１００の動作について説明する。
【００６７】
　本実施の形態では、ＭＦＰ１００のＨＤＤ１０に保管されているドキュメントファイル
や画像ファイルを、複数ユーザーが同時に操作パネル３を操作して印刷する場合について
説明する。なお、ドキュメントファイルや画像ファイルは、ＨＤＤ１０に保管されている
ものである場合の他、ＵＳＢコネクタ９に接続されたＵＳＢメモリなどの外部記憶媒体か
ら読み込んだものや、ＬＡＮなどの社内ネットワークによってＭＦＰ１００に接続されて
いる社内共有ファイルサーバなどから読み込んだものなどであってもよい。
【００６８】
　図１１は、ドキュメントファイルや画像ファイルをサムネイル画像として一覧表示した
画面を模式的に示す図である。
【００６９】
　図１１を参照して、タッチパネル１５のレイヤー１には、ドキュメントファイルや画像
ファイルをサムネイル画像として一覧表示した画面がベース画面２０１として表示されて
いる。この場合、ベース画面２０１は、ユーザーに対する各種メッセージを表示するメッ
セージエリア２１１と、サムネイル画像を表示するサムネイル画像表示エリア２１４と、
印刷に関する各種設定を変更するための設定キーであるキーＫ１～Ｋ４や、印刷を実行す
るためのスタートキーであるキーＫ５などを表示するキー配置エリア２１５と、ＭＦＰ１
００を操作可能なユーザーの一覧を表示するユーザー表示エリア２１６とを含んでいる。
【００７０】
　ユーザー表示エリア２１６には、「ユーザーＡ」、「ユーザーＢ」、および「ユーザー
Ｃ」の名前が表示されている。各ユーザーには、ユーザー同士を互いに区別するための色
が割り付けられている。各ユーザーはサムネイル画像をタッチすることで、印刷したいフ
ァイルの選択することが可能である。このとき各ユーザーは、自分以外のユーザーによる
ファイルの選択作業が終わるのを待つことなく（自分以外のユーザーによるファイルの選
択作業と並行して（同時に））、自分が印刷したいファイルの選択処理を行うことができ
る。
【００７１】
　図１２は、各ユーザーが印刷したいファイルの選択を行っている場合の画面を模式的に
示す図である。
【００７２】
　図１２を参照して、ＭＦＰ１００は、操作権限に応じたパネル制御機能を持っている。
サムネイル画像の選択をユーザーから受け付けると、ＭＦＰ１００は、サムネイル画像の
選択を行ったユーザーの認証を行う。この認証は、ユーザーがタッチパネル１５にタッチ
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した時にユーザーの人体通信デバイスから受信したユーザー認証情報に基づいて行われる
。
【００７３】
　サムネイル画像の選択を行ったユーザーがベース画面２０１の操作権限を有しているこ
とを確認した場合、ＭＦＰ１００は、選択されたサムネイル画像の周囲を太線や色などで
強調表示するとともに、そのサムネイル画像を選択したユーザーを区別するための情報を
サムネイル画像上に表示する。ユーザーを区別するための情報は、たとえばユーザーに割
り付けられた色のマーキングＭＲ１（丸印）でサムネイル画像の左上隅に表示される。な
お図１２では、サムネイル画像ＴＮ１がユーザーＡによって選択されており、サムネイル
画像ＴＮ２がユーザーＢおよびユーザーＣによって選択されており、サムネイル画像ＴＮ
３がユーザーＡおよびユーザーＣによって選択されている。
【００７４】
　ＭＦＰ１００は、スタートキーであるキーＫ５の押下を受け付けた場合には、キーＫ５
を押下したユーザーが選択したサムネイル画像に対応するファイルの印刷を行う。キーＫ
５を押下したユーザーの識別は、ユーザーがタッチパネル１５にタッチした時にユーザー
の人体通信デバイスから受信したユーザー認証情報に基づいて行われる。その結果、キー
Ｋ５を押下したユーザーが選択したサムネイル画像に対応するファイルのみが印刷される
。
【００７５】
　また、ユーザーが印刷時の設定をデフォルト状態から変更したい場合、ユーザーはキー
Ｋ５を押下する前に、各種設定キーであるキーＫ１～Ｋ４を適宜押下する。カラー設定キ
ーであるキーＫ１は、印刷のカラー設定を行う際に押下されるキーである。濃度設定キー
であるキーＫ２は、印刷濃度の設定を行う際に押下されるキーである。用紙設定キーであ
るキーＫ３は、印刷する用紙の設定を行う際に押下されるキーである。さらに、レイアウ
トキーであるキーＫ４は、印刷のレイアウト設定を行う際に押下されるキーである。キー
Ｋ１～Ｋ４のいずれかの押下を受け付けた場合、ＭＦＰ１００は、そのキーに対応する設
定のサブメニューのポップアップ画面を表示する。
【００７６】
　図１３は、ユーザーＡがキーＫ１を押下した場合の画面を模式的に示す図である。
【００７７】
　図１３を参照して、ユーザーＡによるキーＫ１の押下を受け付けると、ＭＦＰ１００は
、ユーザーＡの人体通信デバイスから受信したユーザー認証情報に基づいて、ユーザーＡ
がキーＫ１を押下したことを識別する。そしてＭＦＰ１００は、識別したユーザーＡがベ
ース画面２０１の操作権限を有するユーザーに含まれているかを確認する。
【００７８】
　キーＫ１を押下したユーザーがベース画面２０１の操作権限を有していることを確認し
た場合、ＭＦＰ１００は、カラー設定変更のサブメニューを含む新たなポップアップ画面
２０２をタッチパネル１５のレイヤー２に表示する。ポップアップ画面２０２はベース画
面２０１の前面に表示される。ポップアップ画面２０２の表示に伴い、表示画面情報は図
７に示す内容から図８に示す内容に更新され、操作権限管理テーブルは図９に示す内容か
ら図１０に示す内容に更新される。
【００７９】
　ポップアップ画面２０２に対しては、ポップアップ画面２０２を起動させたユーザーＡ
のみに操作権限が付与される。つまり、操作権限の無いユーザー（ユーザーＡ以外のユー
ザー）は、ポップアップ画面２０２に含まれるサブメニューの設定を行うことはできず、
操作権限の無いユーザーがポップアップ画面２０２に対してタッチ操作を行った場合には
、ＭＦＰ１００は、ポップアップ画面２０２に対するタッチ操作を破棄する。
【００８０】
　ポップアップ画面２０２の操作権限を有するユーザーを明確にするために、設定キーが
押下された場合には、その設定キーを押下したユーザーに割り付けられた色のマーキング
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ＭＲ２が、押下されたキーＫ１のたとえば左上隅に表示されてもよい。
【００８１】
　ユーザーＡが位置Ｐ１をタッチ操作した場合、位置Ｐ１はポップアップ画面２０２の「
フルカラー」の設定キーに含まれる位置であるので、ＭＦＰ１００は、ユーザーＡの印刷
のカラー設定をフルカラーに変更する。ユーザーＡがポップアップ画面２０２において行
ったカラー設定は、ユーザーＡが行う印刷にのみ反映され、ユーザーＢまたはユーザーＣ
が行う印刷には反映されない。したがって、ユーザーＡがカラー設定を行った後で、ユー
ザーＢまたはユーザーＣがキーＫ５を押下することで印刷を実行した場合、その印刷はデ
フォルト設定にて行われる。
【００８２】
　ポップアップ画面２０２の操作権限を有さないユーザーは、ポップアップ画面２０２が
表示されている場合にも、ポップアップ画面２０２よりも下位のレイヤーに表示された画
面に対しては操作を行うことが可能である。
【００８３】
　図１４は、ポップアップ画面２０２の操作権限を有さないユーザーＣがポップアップ画
面２０２に対してタッチ操作を行った場合に、ＭＦＰ１００が受け付ける操作を説明する
図である。
【００８４】
　図１４を参照して、ユーザーＢが位置（座標位置）Ｐ１を押下した場合を想定する。こ
の場合ＭＦＰ１００は、ユーザーＣによるカラー設定の変更を受け付けず、ユーザーＣが
操作権限を有する画面の中で最上位のレイヤーの画面であるベース画面２０１を操作の対
象となる画面として特定し、ベース画面２０１に位置Ｐ１の押下を適用する。ベース画面
２０１における位置Ｐ１には、サムネイル画像ＴＮ１が存在しているため、ＭＦＰ１００
は、ユーザーＣによってサムネイル画像ＴＮ１が選択されたと判断し、サムネイル画像の
選択処理を行う。その結果、ユーザーＣに割り付けられた色のマーキングＭＲ３がサムネ
イル画像ＴＮ１の左上隅に表示される。
【００８５】
　なお、タッチ操作を行ったユーザーが、１つ下のレイヤーの画面に対しても操作権限を
持たない場合は、ＭＦＰ１００は、さらに１つ下のレイヤーの画面についても操作権限の
有無の確認を行う。ＭＦＰ１００は、最下位レイヤーの画面まで、順次、レイヤー単位で
画面に対する操作権限の有無の確認を繰り返し行う。
【００８６】
　図１５は、本発明の一実施の形態におけるＭＦＰ１００の動作を示すフローチャートで
ある。
【００８７】
　図１５を参照して、このフローチャートでは、ユーザーのタッチ操作を検出した場合、
ＭＦＰ１００は、タッチ操作したユーザーについて、現在使用中のレイヤーの画面の中で
最上位のレイヤーに表示されている画面から順次、その画面に対する操作権限の有無を確
認する。その結果、ＭＦＰ１００は、ユーザーが操作権限を持つ画面のうち最上位のレイ
ヤーに表示されている画面に対して、検出したタッチ操作の座標位置を適用し、その座標
位置に存在するオブジェクトに割り当てられた処理を実行する。
【００８８】
　具体的には、ユーザーがタッチパネル１５上でタッチ操作（タッチ操作入力）を行うと
、ＭＦＰ１００のＣＰＵ１は、そのタッチ操作を受け付け（Ｓ１）、タッチパネル１５に
おけるタッチ操作の座標位置をタッチパネル制御部６で検出する（Ｓ３）。続いてＣＰＵ
１は、認証制御部４でユーザーの人体通信デバイスからユーザー認証情報を取得し、タッ
チ操作を行ったユーザーを特定する（Ｓ５）。次にＣＰＵ１は、操作権限管理テーブルを
参照することにより、使用中のレイヤーのうち最上位のレイヤーに表示している画面を対
象画面に設定する（Ｓ７）。次にＣＰＵ１は、表示画面情報を参照することにより、タッ
チ操作の座標位置が対象画面内に存在するか否かを判別する（Ｓ９）。
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【００８９】
　ステップＳ９において、対象画面内に存在すると判別した場合（Ｓ９でＹＥＳ）、ＣＰ
Ｕ１は、操作権限管理テーブルを参照することにより、タッチ操作を行ったユーザーが対
象画面の操作権限を有しているか否かを判別する（Ｓ１１）。
【００９０】
　ステップＳ１１において、操作権限を有していると判別した場合（Ｓ１１でＹＥＳ）、
ＣＰＵ１は、対象画面に対して検出したタッチ操作の座標位置を適用し、その座標位置に
存在するオブジェクトに割り当てられた処理を実行する。具体的には、ＣＰＵ１は、対象
画面に含まれるオブジェクトの情報を表示画面情報から取得し（Ｓ１３）、操作されたオ
ブジェクトを特定する（Ｓ１５）。次にＣＰＵ１は、特定したオブジェクトに割り当てら
れた処理を実行し（Ｓ１７）、処理を終了する。ステップＳ１７の処理の詳細については
後述する。
【００９１】
　ステップＳ９において、対象画面内に存在しないと判別した場合（Ｓ９でＮＯ）、また
はステップＳ１１において、操作権限を有していないと判別した場合（Ｓ１１でＮＯ）、
ＣＰＵ１は、現在の対象画面の１つ下のレイヤーに表示している画面を対象画面として新
たに設定し（Ｓ１９）、新たに設定した対象画面が最下位のレイヤー（レイヤー１）の画
面か否かを判別する（Ｓ２１）。
【００９２】
　ステップＳ２１において、最下位のレイヤーの画面であると判別した場合（Ｓ２１でＹ
ＥＳ）、ＣＰＵ１はステップＳ１３の処理へ進む。一方、ステップＳ２１において、最下
位のレイヤーの画面でないと判別した場合（Ｓ２１でＮＯ）、ＣＰＵ１はステップＳ９の
処理へ進む。
【００９３】
　図１６は、図１５のステップＳ１７のサブルーチンである。
【００９４】
　図１６を参照して、ステップＳ１７のオブジェクトに割り当てられた処理において、Ｃ
ＰＵ１は、表示画面情報を参照することにより、オブジェクトに割り当てられた処理が新
たなポップアップ画面の表示を伴うか否かを判別する（Ｓ１０１）。
【００９５】
　ステップＳ１０１において、新たなポップアップ画面の表示を伴うと判別した場合（Ｓ
１０１でＹＥＳ）、ＣＰＵ１は、新たなポップアップ画面をたとえば半透明で表示し（Ｓ
１０３）、新たなポップアップ画面に関する操作権限を、操作を行ったユーザーに付与す
る（Ｓ１０５）。続いてＣＰＵ１０１は、新たなポップアップ画面に含まれる各オブジェ
クトの情報を追加するように、表示制御部５で表示画面情報を更新し（Ｓ１０７）、新た
なポップアップ画面に関する操作権限を追加するように、表示制御部５で操作権限管理テ
ーブルを更新し（Ｓ１０９）、リターンする。
【００９６】
　ステップＳ１０１において、新たなポップアップ画面の表示を伴わないと判別した場合
（Ｓ１０１でＮＯ）、ＣＰＵ１は、タッチ操作を行ったユーザーの処理として、そのオブ
ジェクトに応じた処理を実行し（Ｓ１１１）、リターンする。
【００９７】
　図１６のフローチャートにおいて、ステップＳ１０３では、新たなポップアップ画面を
通常の状態（半透明でない状態）で表示してもよい。また、現在使用中のレイヤーの画面
の中に、操作権限を有しているレイヤーが１つも無いユーザーからタッチ操作を受け付け
た場合、ＭＦＰ１００は、次の図１７のフローチャートで説明するように、そのユーザー
によるタッチ操作およびタッチ操作の座標位置の情報を破棄してもよい。
【００９８】
　図１７は、本発明の一実施の形態におけるＭＦＰ１００の動作の第１の変形例を示すフ
ローチャートである。
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【００９９】
　図１７を参照して、このフローチャートは、ステップＳ９において、タッチ操作の座標
位置が対象画面内に存在しないと判別した場合（Ｓ９でＮＯ）、またはステップＳ１１に
おいて、操作権限を有していないと判別した場合（Ｓ１１でＮＯ）、ステップＳ３１の処
理を行う点において、図１５に示すフローチャートとは異なっている。本変形例における
これ以外の処理は図１５に示すフローチャートの処理と同じなので、その説明は繰り返さ
ない。
【０１００】
　ステップＳ３１において、ＣＰＵ１は、１つ下のレイヤーがあるか否かを判別する（Ｓ
３１）。ステップＳ３１において、１つ下のレイヤーがあると判別した場合（Ｓ３１でＹ
ＥＳ）、ＣＰＵ１は、１つ下のレイヤーの画面を対象画面に設定し（Ｓ３３）、ステップ
Ｓ９の処理へ進む。一方、ステップＳ３１において、１つ下のレイヤーが無いと判別した
場合（Ｓ３１でＮＯ）、操作を受け付けたユーザーは、現在使用中のレイヤーのいずれの
操作権限も有していない。この場合ＣＰＵ１は、そのユーザーによるタッチ操作およびタ
ッチ操作の座標位置の情報を破棄し（Ｓ３５）、処理を終了する。
【０１０１】
　［ポップアップ画面の表示状態の変更］
　続いて、ユーザーからのタッチ操作を受け付けた場合に、そのユーザーが操作権限を有
さないポップアップ画面の表示状態を変更する場合について説明する。
【０１０２】
　たとえばタッチパネル１５に複数の画面を表示している状態で、最上位のポップアップ
画面の操作権限を有さないユーザーからのタッチ操作を受け付けた場合を想定する。この
場合ＭＦＰ１００は、そのタッチ操作を、そのポップアップ画面よりも下にある他の画面
のうち、ユーザーが操作権限を有している画面の中で最上位のレイヤーの画面へのタッチ
操作として受け付ける。この場合、タッチ操作を受け付けた画面がユーザーによって見え
やすくなるように、ポップアップ画面の表示状態を変更することが好ましい。以下、ポッ
プアップ画面の表示状態の変更方法の一例について説明する。
【０１０３】
　図１８は、図１１の画面におけるサムネイル画像表示エリア２１４を４つの領域に仮想
的に等分割して示す図である。
【０１０４】
　図１８を参照して、サムネイル画像表示エリア２１４を４つの領域に等分割すると、左
上の領域ＲＥＧ１と、左下の領域ＲＥＧ２と、右上の領域ＲＥＧ３と、右下の領域ＲＥＧ
４とに分けられる。印刷に関する各種設定を変更するための設定キーであるキーＫ１～Ｋ
４が図１８中下部に表示されている。キーＫ１～Ｋ４のいずれかが押下された場合には、
そのキーに対応するポップアップ画面がベース画面よりも前面（ベース画面２０１のレイ
ヤーよりも上位のレイヤー）に表示される。表示されるポップアップ画面の大きさは、そ
のポップアップ画面に含まれるサブメニュー項目の数や種類などによって異なっている。
【０１０５】
　図１９は、タッチパネル１５に表示された濃度設定のポップアップ画面２０３を模式的
に示す図である。
【０１０６】
　図１９を参照して、濃度設定キーであるキーＫ２の押下を受け付けた場合には、ＭＦＰ
１００は、濃度設定のサブメニューを含むポップアップ画面２０３をタッチパネル１５に
表示する。濃度設定のポップアップ画面２０３は、４つの領域のうち１つの領域内に収ま
る。ポップアップ画面２０３は、たとえば左上の領域に表示される。
【０１０７】
　図２０は、表示状態を変更後のポップアップ画面２０３を模式的に示す図である。
【０１０８】
　図２０を参照して、ポップアップ画面２０３がタッチパネル１５の左上の領域に表示さ
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れている状態で、ポップアップ画面２０３の操作権限を有さないユーザーからポップアッ
プ画面２０３へのタッチ操作を受け付けた場合、ＭＦＰ１００は、そのタッチ操作をベー
ス画面２０１へのタッチ操作として受け付ける。この場合、ベース画面２０１のタッチ位
置がユーザーによって見えやすくなるように、ＭＦＰ１００は、ポップアップ画面２０３
をタッチパネル１５の右上の領域に移動する。その後、ポップアップ画面２０３がタッチ
パネル１５の右上の領域にある状態で、ポップアップ画面２０３の操作権限を有さないユ
ーザーからポップアップ画面２０３へのタッチ操作を受け付けた場合、ＭＦＰ１００は、
ポップアップ画面２０３をタッチパネル１５の右下の領域に移動する。ポップアップ画面
２０３がタッチパネル１５の右下の領域にある状態で、ポップアップ画面２０３の操作権
限を有さないユーザーからポップアップ画面２０３へのタッチ操作を受け付けた場合、Ｍ
ＦＰ１００は、ポップアップ画面２０３をタッチパネル１５の左下の領域に移動する。ポ
ップアップ画面２０３がタッチパネル１５の左下の領域にある状態で、ポップアップ画面
２０３の操作権限を有さないユーザーからポップアップ画面２０３へのタッチ操作を受け
付けた場合、ＭＦＰ１００は、ポップアップ画面２０３をタッチパネル１５の左上の領域
に移動する。
【０１０９】
　なお、ポップアップ画面２０３を移動する場合、上述のようにポップアップ画面２０３
を時計回りに移動してもよいし、反時計回りに移動してもよい。
【０１１０】
　ポップアップ画面２０３の操作権限を有さないユーザーからポップアップ画面２０３へ
のタッチ操作を受け付けた場合、ＭＦＰ１００は、上述のようにポップアップ画面２０３
を移動する代わりに、ポップアップ画面２０３を半透明化してもよいし、非表示化（透明
化）してもよい。但し、ポップアップ画面２０３を非表示化した場合であっても、そのポ
ップアップ画面２０３のレイヤー２は使用中であるので、操作権限管理テーブルにおける
レイヤー２の状況の欄は使用中のままとされる。
【０１１１】
　図２１は、タッチパネル１５に表示されたカラー設定のポップアップ画面２０２を模式
的に示す図である。
【０１１２】
　図２１を参照して、カラー設定キーであるキーＫ１の押下を受け付けた場合には、ＭＦ
Ｐ１００は、カラー設定のサブメニューを含むポップアップ画面２０２をタッチパネル１
５に表示する。カラー設定のポップアップ画面２０２は、４つの領域のうち２つの領域を
占める。ポップアップ画面２０２は、たとえば左側の２つの領域に表示される。
【０１１３】
　図２２は、表示状態を変更後のポップアップ画面２０２の一例を模式的に示す図である
。
【０１１４】
　図２２を参照して、ポップアップ画面２０２がタッチパネル１５の左側の２つの領域に
表示されている状態で、ポップアップ画面２０２の操作権限を有さないユーザーからポッ
プアップ画面２０２へのタッチ操作を受け付けた場合、ＭＦＰ１００は、そのタッチ操作
をベース画面２０１へのタッチ操作として受け付ける。この場合、ベース画面２０１のタ
ッチ位置がユーザーによって見えやすくなるように、ＭＦＰ１００は、ポップアップ画面
２０２をタッチパネル１５の右側の２つの領域に移動する。その後、ポップアップ画面２
０２がタッチパネル１５の右側の２つの領域に表示されている状態で、ポップアップ画面
２０２の操作権限を有さないユーザーからポップアップ画面２０２へのタッチ操作を受け
付けた場合、ＭＦＰ１００は、ポップアップ画面２０２を左側の２つの領域に戻す。
【０１１５】
　ポップアップ画面２０２の操作権限を有さないユーザーからポップアップ画面２０２へ
のタッチ操作を受け付けた場合、ＭＦＰ１００は、上述のようにポップアップ画面２０２
を移動する代わりに、ポップアップ画面２０２を半透明化してもよいし、非表示化（透明
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化）してもよい。さらに、以下に説明するように、ポップアップ画面２０２の形状を変更
してもよい。
【０１１６】
　図２３は、表示状態を変更後のポップアップ画面２０２の他の例を模式的に示す図であ
る。図２４は、表示状態を変更後のポップアップ画面２０２のさらに他の例を模式的に示
す図である。
【０１１７】
　図２３を参照して、ポップアップ画面２０２がタッチパネル１５の左側の２つの領域に
表示されている状態で、ポップアップ画面２０２の操作権限を有さないユーザーからポッ
プアップ画面２０２へのタッチ操作を受け付けた場合、ＭＦＰ１００は、ベース画面２０
１のタッチ位置がユーザーによって見えやすくなるように、ポップアップ画面２０２を縦
長形状から横長形状に変更し、タッチパネル１５の下側の２つの領域に表示する。その後
、ポップアップ画面２０３がタッチパネル１５の下側の２つの領域に表示されている状態
で、ポップアップ画面２０２の操作権限を有さないユーザーからポップアップ画面２０２
へのタッチ操作を受け付けた場合、ＭＦＰ１００は、図２４に示すように、ポップアップ
画面２０２を上側の２つの領域に移動する。なお、ポップアップ画面２０２の形状が変更
されても、ポップアップ画面２０２に含まれるサブメニューの内容は変更前と同じである
。
【０１１８】
　さらに、ポップアップ画面の操作権限を有さないユーザーからポップアップ画面へのタ
ッチ操作を受け付けた場合、ＭＦＰ１００は、ポップアップ画面を移動させ、かつその形
状を変更してもよい。たとえば、タッチパネル１５の中央部分に正方形のポップアップ画
面が表示されている場合において、操作権限を持たないユーザーからの入力操作を受け付
けたときは、ＭＦＰ１００は、ポップアップ画面の形状を正方形から長方形に形を変化さ
せ、かつタッチパネル１５の上半分の領域に表示位置を変更することで、それまでポップ
アップ画面によって隠れていた部分を可視化させてもよい。
【０１１９】
　図２５は、タッチパネル１５に表示されたレイアウト設定のポップアップ画面を模式的
に示す図である。
【０１２０】
　図２５を参照して、レイアウト設定キーであるキーＫ４の押下を受け付けた場合には、
ＭＦＰ１００は、レイアウト設定のサブメニューを含むポップアップ画面２０４をタッチ
パネル１５に表示する。レイアウト設定のポップアップ画面２０４は、４つの領域の全て
を占める。
【０１２１】
　図２６は、表示状態を変更後のポップアップ画面２０４の一例を模式的に示す図である
。図２７は、表示状態を変更後のポップアップ画面２０４の他の例を模式的に示す図であ
る。
【０１２２】
　図２６を参照して、ポップアップ画面２０４の操作権限を有さないユーザーからポップ
アップ画面２０４へのタッチ操作を受け付けた場合、ＭＦＰ１００は、ベース画面２０１
のタッチ位置がユーザーによって見えやすくなるように、図２６に示すように、ポップア
ップ画面２０４を半透明化してもよいし、図２７に示すように、ポップアップ画面２０４
を非表示化（透明化）してもよい。
【０１２３】
　上述のポップアップ画面の表示状態の変更は、使用中のレイヤーが２つの場合（ベース
画面の他に１つのみのポップアップ画面が表示されている場合）に限って適用されてもよ
い。この場合において、タッチパネル１５の５つのレイヤーのうち３つ以上のレイヤーが
使用中であるときは、使用中のレイヤーのうち最上位のレイヤーの画面と、最下位のレイ
ヤー（レイヤー１）の画面とを通常表示し、他の使用中のレイヤーを透明化または非表示
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化してもよい。
【０１２４】
　続いて、ポップアップ画面の表示を変更する場合のフローチャートについて説明する。
【０１２５】
　図２８は、本発明の一実施の形態におけるＭＦＰ１００の動作の第２の変形例を示すフ
ローチャートである。
【０１２６】
　図２８を参照して、このフローチャートは、ステップＳ１１において、操作権限を有し
ていないと判別した場合（Ｓ１１でＮＯ）、ステップＳ４１の処理を行う点において、図
１５に示すフローチャートとは異なっている。本変形例におけるこれ以外の処理は図１５
に示すフローチャートの処理と同じなので、その説明は繰り返さない。
【０１２７】
　ステップＳ４１において、ＣＰＵ１は、後述するポップアップ画面表示形式変更処理を
行い（Ｓ４１）、ステップＳ１９の処理へ進む。
【０１２８】
　図２９は、図２８のステップＳ４１の処理のサブルーチンである。
【０１２９】
　図２９を参照して、ステップＳ４１のポップアップ画面表示形式変更処理において、Ｃ
ＰＵ１は、操作権限管理テーブルを参照することにより、３つ以上のレイヤーが使用中で
あるか否かを判別する（Ｓ２０１）。
【０１３０】
　ステップＳ２０１において、３つ以上のレイヤーが使用中でないと判別した場合（Ｓ２
０１でＮＯ）、ＣＰＵ１は、対象画面の各頂点の座標を検出し（Ｓ２０３）、対象画面の
頂点は、４分割した表示領域のうちいくつの領域に存在しているかを判別する（Ｓ２０５
）。
【０１３１】
　ステップＳ２０５において、１つの領域のみに存在していると判別した場合（Ｓ２０５
で「１つ」）、ＣＰＵ１は、対象画面であるポップアップ画面を表示制御部５で移動させ
（Ｓ２０７）、ステップＳ２１３の処理へ進む。ステップＳ２０７において、ＣＰＵ１は
、ポップアップ画面を移動させる代わりに半透明化してもよいし、あるいは非表示化して
もよい。
【０１３２】
　ステップＳ２０５において、２つの領域に存在していると判別した場合（Ｓ２０５で「
２つ」）、ＣＰＵ１は、表示制御部５でポップアップ画面の形状を変更し（Ｓ２０９）、
ステップＳ２０９の処理へ進む。ステップＳ２１３において、ＣＰＵ１は、ポップアップ
画面の形状を変更する代わりに移動してもよいし、半透明化してもよいし、あるいは非表
示化してもよい。
【０１３３】
　ステップＳ２０５において、４つの領域全てに存在していると判別した場合（Ｓ２０５
で「４つ」）、ＣＰＵ１は、表示制御部５でポップアップ画面の形状を半透明化し（Ｓ２
１１）、ステップＳ２１３の処理へ進む。ステップＳ２１１において、ＣＰＵ１は、ポッ
プアップ画面の形状を半透明化する代わりに非表示化してもよい。
【０１３４】
　ステップＳ２０１において、３つ以上のレイヤーが使用中であると判別した場合（Ｓ２
０１でＹＥＳ）、ＣＰＵ１は、対象画面が使用中のレイヤーのうち最上位のレイヤーの画
面であるか否かを判別する（Ｓ２１７）。
【０１３５】
　ステップＳ２１７において、最上位のレイヤーであると判別した場合（Ｓ２１７でＹＥ
Ｓ）、ＣＰＵ１は、対象画面の表示状態を変更せずにそのままリターンする。一方、ステ
ップＳ２１７において、最上位のレイヤーでないと判別した場合（Ｓ２１７でＮＯ）、Ｃ
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ＰＵ１は、ステップＳ２１１の処理へ進み、ポップアップ画面の形状を半透明化または非
表示化する（Ｓ２１１）。
【０１３６】
　ステップＳ２１３において、ＣＰＵ１は、必要に応じて表示制御部５で表示画面情報を
更新し（Ｓ２１３）、表示制御部５で操作権限管理テーブルを更新し（Ｓ２１５）、リタ
ーンする。
【０１３７】
　ポップアップ画面の表示状態を上述の方法で半透明化した後で、どのユーザーからのタ
ッチ操作も受け付けない状態が一定時間以上継続した場合、もしくは、半透明化したポッ
プアップ画面に対して操作権限を持たないユーザーが、半透明化したポップアップ画面の
下の画面（半透明化した画面とは別の画面）に対して入力操作を行った場合に、ＭＦＰ１
００は半透明化したポップアップ画面を通常の状態に戻してもよい。
【０１３８】
　一定時間経過したか否かの判断基準となる時間については、事前に、ＭＦＰ１００の管
理者によって設定される。設定された時間はＭＦＰ１００内のタイマー（図示無し）にセ
ットされる。入力操作待ち状態の間、ＭＦＰ１００はタイマーのカウントダウンを行い、
タイマーのカウント値がゼロになった時点でイベントが発生する。一方、入力操作があっ
た場合には、タイマーのカウント値は初期値（管理者が設定した時間）にリセットされる
。
【０１３９】
　以下、半透明化したポップアップ画面を通常の状態に戻す処理を含むフローチャートに
ついて説明する。
【０１４０】
　図３０および図３１は、本発明の一実施の形態におけるＭＦＰ１００の動作の第３の変
形例を示すフローチャートである。
【０１４１】
　図３０を参照して、ＣＰＵ１は、ポップアップ画面を半透明化した後で一定時間経過し
たか否かを判別する（Ｓ３０１）。ステップＳ３０１において、一定時間経過したと判別
した場合（Ｓ３０１でＹＥＳ）、ＣＰＵ１は、半透明化したポップアップ画面を通常の状
態に戻し（Ｓ３０２）、処理を終了する。一方、ステップＳ３０１において、一定時間経
過していないと判別した場合（Ｓ３０１でＮＯ）、ＣＰＵ１は、ユーザーからタッチ操作
を受け付けたか否かを判別する（Ｓ３０３）。
【０１４２】
　ステップＳ３０３において、タッチ操作を受け付けたと判別した場合（Ｓ３０３でＹＥ
Ｓ）、ＣＰＵ１は、タッチパネル１５におけるタッチ操作の座標位置をタッチパネル制御
部６で検出し（Ｓ３０５）、ステップＳ３０７の処理へ進む。一方、ステップＳ３０３に
おいて、タッチ操作を受け付けないと判別した場合（Ｓ３０３でＮＯ）、ＣＰＵ１はステ
ップＳ３０１の処理へ進む。
【０１４３】
　ステップＳ３０７において、ＣＰＵ１は、認証制御部４でユーザーの人体通信デバイス
からユーザー認証情報を取得し、タッチ操作を行ったユーザーを特定する（Ｓ３０７）。
続いてＣＰＵ１は、タッチ操作の座標がポップアップ画面内に存在するか否かを判別する
（Ｓ３０９）。ステップＳ３０９において、ポップアップ画面内に存在すると判別した場
合（Ｓ３０９でＹＥＳ）、ＣＰＵ１は、タッチ操作を行ったユーザーが対象画面の操作権
限を有しているか否かを判別する（Ｓ３１１）。一方、ステップＳ３０９において、ポッ
プアップ画面内に存在しないと判別した場合（Ｓ３０９でＮＯ）、ＣＰＵ１は図３１のス
テップＳ３４１の処理へ進む。
【０１４４】
　ステップＳ３１１において、対象画面の操作権限を有していると判別した場合（Ｓ３１
１でＹＥＳ）、ＣＰＵ１は、ポップアップ画面に含まれるオブジェクト情報を表示画面情
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報から取得し（Ｓ３２１）、操作されたオブジェクトを特定する（Ｓ３２３）。次にＣＰ
Ｕ１は、図１６に示す特定したオブジェクトに割り当てられた処理を実行し（Ｓ３２５）
、処理を終了する。
【０１４５】
　ステップＳ３１１において、対象画面の操作権限を有していないと判別した場合（Ｓ３
１１でＮＯ）、ＣＰＵ１は、ポップアップ画面の下のレイヤーの画面に含まれるオブジェ
クト情報を表示画面情報から取得し（Ｓ３３１）、操作されたオブジェクトを特定する（
Ｓ３３３）。次にＣＰＵ１は、図１６に示す特定したオブジェクトに割り当てられた処理
を実行し（Ｓ３３５）、表示制御部５でポップアップ画面を通常の状態に戻し（Ｓ３３７
）、処理を終了する。
【０１４６】
　図３１を参照して、ステップＳ３４１において、ＣＰＵ１は、ポップアップ画面の下の
レイヤーの画面に含まれるオブジェクト情報を表示画面情報から取得し（Ｓ３４１）、操
作されたオブジェクトを特定する（Ｓ３４３）。次にＣＰＵ１は、図１６に示す特定した
オブジェクトに割り当てられた処理を実行し（Ｓ３４５）、処理を終了する。
【０１４７】
　ポップアップ画面の表示状態を上述の方法で非表示化した後で、どのユーザーからのタ
ッチ操作も受け付けない状態が一定時間以上継続した場合、もしくは、操作権限の有無に
関係なく、いずれかのユーザーからのタッチ操作を受け付けた場合に、ＭＦＰ１００は非
表示化したポップアップ画面を通常の状態に戻してもよい。
【０１４８】
　以下、非表示化したポップアップ画面を通常の状態に戻す処理を含むフローチャートに
ついて説明する。
【０１４９】
　図３２は、本発明の一実施の形態におけるＭＦＰ１００の動作の第４の変形例を示すフ
ローチャートである。
【０１５０】
　図３２を参照して、ＣＰＵ１は、ポップアップ画面を非表示化した後で一定時間経過し
たか否かを判別する（Ｓ４０１）。ステップＳ４０１において、一定時間経過したと判別
した場合（Ｓ４０１でＹＥＳ）、ＣＰＵ１は、非表示化したポップアップ画面を表示制御
部５で通常の状態に戻し（Ｓ４０２）、処理を終了する。一方、ステップＳ４０１におい
て、一定時間経過していないと判別した場合（Ｓ４０１でＮＯ）、ＣＰＵ１は、ユーザー
からタッチ操作を受け付けたか否かを判別する（Ｓ４０３）。
【０１５１】
　ステップＳ４０３において、タッチ操作を受け付けたと判別した場合（Ｓ４０３でＹＥ
Ｓ）、ＣＰＵ１は、タッチパネル１５におけるタッチ操作の座標位置をタッチパネル制御
部６で検出し（Ｓ４０５）、ステップＳ４０７の処理へ進む。一方、ステップＳ４０３に
おいて、タッチ操作を受け付けないと判別した場合（Ｓ４０３でＮＯ）、ＣＰＵ１はステ
ップＳ４０１の処理へ進む。
【０１５２】
　ステップＳ４０７において、ＣＰＵ１は、認証制御部４でユーザーの人体通信デバイス
からユーザー認証情報を取得し、タッチ操作を行ったユーザーを特定する（Ｓ４０７）。
続いてＣＰＵ１は、タッチ操作を行ったユーザーが対象画面の操作権限を有しているか否
かを判別する（Ｓ４０９）。ステップＳ４０９において、操作権限を有していると判別し
た場合（Ｓ４０９でＹＥＳ）、ＣＰＵ１はステップＳ４０２の処理へ進む。
【０１５３】
　ステップＳ４０９において、操作権限を有していないと判別した場合（Ｓ４０９でＮＯ
）、ＣＰＵ１は、ポップアップ画面の下のレイヤーの画面に含まれるオブジェクト情報を
表示画面情報から取得し（Ｓ４１１）、操作されたオブジェクトを特定する（Ｓ４１３）
。次にＣＰＵ１は、図１６に示す特定したオブジェクトに割り当てられた処理を実行し（
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Ｓ４１５）、ステップＳ４０２の処理へ進む。
【０１５４】
　［実施の形態の効果］
　上述の実施の形態によれば、ユーザーがポップアップ画面を表示させる操作を行い、ポ
ップアップ画面を表示させた場合に、操作を行ったユーザーはポップアップ画面で操作を
行うことができ、ポップアップ画面に対して操作権限を持たない他のユーザーも、ポップ
アップ画面の下に表示中の画面に対して入力操作を行うことができる。その結果、ユーザ
ーは作業を中断する必要が無く、作業効率の向上を図ることができる。
【０１５５】
　また、使用中のレイヤーのうちいずれについても操作権限を有さないユーザーからの入
力操作を破棄（無効）にする場合には、操作権限を有さないユーザーによる誤操作を防止
することができる。
【０１５６】
　また、新たなポップアップ画面を半透明化して表示する場合には、ポップアップ画面に
対して操作権限を持たないユーザーがポップアップ画面の一つ下のレイヤーの画面に対し
て入力操作を行う際に、その画面の情報の可読性が向上することができ、ユーザーは一層
容易に入力操作を行うことができる。
【０１５７】
　また、新たなポップアップ画面を表示する際に、ユーザーが操作権限を有さない画面の
表示形式を動的に変更する場合には、ユーザーの操作状況に応じた画面表示を行うことが
できる。
【０１５８】
　また、ポップアップ画面に対して操作権限を持たないユーザーが、ポップアップ画面の
下のレイヤーの画面に対して入力操作を行おうとした際に、ポップアップ画面を移動、形
状変更、半透明化、または非表示化する場合には、ポップアップ画面で隠れていた部分の
可読性を向上することができる。その結果、ユーザーが必要とするタイミングで、入力操
作をより容易にすることができる。
【０１５９】
　図３０～図３２に示すフローチャートでは、ポップアップ画面を半透明化または非表示
化した後、ポップアップ画面に対して操作権限を持たないユーザーからの入力操作を受け
付けた場合に、ＭＦＰ１００は、操作権限を持たないユーザーによる操作要求は一旦満た
されたと判断する。そしてＭＦＰ１００は、ポップアップ画面に対して操作権限を持つユ
ーザーによる操作を優先するために、それ以降はポップアップ画面を通常表示に戻す。こ
れにより、ポップアップ画面に対して操作権限を持つユーザーに対しても、操作性の低下
を防止することができる。
【０１６０】
　さらに、図３０～図３２に示すフローチャートでは、ポップアップ画面を半透明化また
は非表示化した後、どのユーザーからも入力操作を受け付けない状態で一定時間経過した
場合に、ＭＦＰ１００は、ポップアップ画面に対して操作権限を持たないユーザーが入力
操作を行うのはまだ先であると判断する。そしてＭＦＰ１００は、ポップアップ画面に対
して操作権限を持つユーザーを優先し、それ以降はポップアップ画面を通常表示に戻す。
その結果、ポップアップ画面に対して操作権限を持つユーザーに対しても、操作性の低下
を防止することができる。
【０１６１】
　［その他］
　表示装置は、受け付けた操作を行ったユーザーを識別する機能を有していればよく、ユ
ーザーの識別方法は、人体通信機能を用いた方法以外のものであってもよい。たとえば、
表示装置は指紋とユーザーとの関係を示すテーブルを記憶しており、表示装置のタッチパ
ネルを操作したユーザーの指紋の画像を解析し、上記テーブルに基づいてユーザーを識別
してもよい。
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【０１６２】
　上述の実施の形態では、ベース画面の上にポップアップ形式の画面を表示する場合につ
いて示したが、ベース画面の上に表示する画面はポップアップ形式でなくてもよく、画面
全体に表示されるものであってもよい。
【０１６３】
　上述の実施の形態は適宜組み合わせることができる。たとえば、操作権限を有している
レイヤーが１つも無いユーザーから受け付けたタッチ操作を破棄する実施の形態（第１の
変形例）と、操作権限を有さないユーザーからのポップアップ画面へのタッチ受け付けた
場合における、そのポップアップ画面の表示状態を変更する実施の形態（第２～第４の変
形例）とを組み合わせてもよい。
【０１６４】
　上述の実施の形態における処理は、ソフトウェアにより行なっても、ハードウェア回路
を用いて行なってもよい。また、上述の実施の形態における処理を実行するプログラムを
提供することもできるし、そのプログラムをＣＤ－ＲＯＭ、フレキシブルディスク、ハー
ドディスク、ＲＯＭ、ＲＡＭ、メモリカードなどの記録媒体に記録してユーザーに提供す
ることにしてもよい。プログラムは、ＣＰＵなどのコンピューターにより実行される。ま
た、プログラムはインターネットなどの通信回線を介して、装置にダウンロードするよう
　上述の実施の形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべ
きである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、特許
請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
【符号の説明】
【０１６５】
　１　ＣＰＵ
　２　メモリ
　３　操作パネル
　４　認証制御部
　５　表示制御部
　６　タッチパネル制御部
　７　ネットワークＩ／Ｆ
　８　ＬＡＮコネクタ
　９　ＵＳＢコネクタ
　１０　ＨＤＤ
　１１　表示部
　１２　入力部
　１３　人体通信部
　１５　タッチパネル
　９０　ユーザー
　９１　人体通信デバイス
　１００　ＭＦＰ
　２０１　ベース画面
　２０２，２０３，２０４　ポップアップ画面
　２１１　メッセージエリア
　２１２　プレビューエリア
　２１３　設定キー
　２１４　サムネイル画像表示エリア
　２１５　キー配置エリア
　２１６　ユーザー表示エリア
　２２１　オブジェクト
　Ｋ１，Ｋ２，Ｋ３，Ｋ４，Ｋ５　キー
　ＭＲ１，ＭＲ２，ＭＲ３　マーキング



(23) JP 5482814 B2 2014.5.7

　Ｐ１　位置
　ＲＥＧ１，ＲＥＧ２，ＲＥＧ３，ＲＥＧ４　領域
　ＴＮ１，ＴＮ２，ＴＮ３　サムネイル画像

【図１】 【図２】
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【図３】
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【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】 【図１９】
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【図２０】 【図２１】

【図２２】 【図２３】
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【図２４】 【図２５】

【図２６】 【図２７】
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【図２８】 【図２９】

【図３０】 【図３１】
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【図３２】
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